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【 請 求 項 １ 】
　

　 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ ー フ ェ ー ス を 接 続 ポ イ ン ト と
リ ン ク 層 接 続 を 確 立 す る 過 程 と 、
　

第 ２ の ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ ー フ ェ ー ス を 接 続 ポ イ ン ト を 検 出 す
る 検 出 過 程 と 、
　 前 記 第 ２ の ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ ー フ ェ ー ス を 第 ２
の 接 続 ポ イ ン ト と リ ン ク 層 接 続 を 確 立 す る 過 程 と 、
　 前 記 第 ２ の 接 続 ポ イ ン ト に 接 続 さ れ た ル ー タ と 端 末 装 置 と
の 間 の 適 合 性 を 判 定 す る 過 程 と
　 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 端 末 装 置 が 、 前 記 判 定 過 程 に お い て 所 定 の 条 件 を 満 た し た 場 合 に 、 前 記 第 ２ の ネ ッ
ト ワ ー ク イ ン タ ー フ ェ ー ス を 用 い て 前 記 第 ２ の ル ー タ と デ ー タ の 送 受 信 を 行 う と と も に 、
前 記 第 １ の ネ ッ ト ワ ー ク イ ン タ ー フ ェ ー ス を 用 い て 第 ３ の 接 続 ポ イ ン ト の 検 出 を 行 う 再 検
出 過 程 を 更 に 有 す る
　
【 請 求 項 ３ 】
　

　

複 数 の 接 続 ポ イ ン ト を 有 す る 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て 、 端 末 装 置 を ル ー タ へ 接 続 す る
方 法 で あ っ て 、

前 記 端 末 装 置 が 、 用 い て 第 １ の
第 １ 確 立

前 記 端 末 装 置 が 、 前 記 第 １ の 接 続 ポ イ ン ト を 介 し て 第 １ の ル ー タ と デ ー タ の 送 受 信 を 行
っ て い る 間 、 用 い て 第 ２ の

前 記 端 末 装 置 が 、 用 い て 、 該 検 出 し た
第 ２ 確 立

前 記 端 末 装 置 が 、 第 ２ の 前 記
通 信 に つ い て の 判 定

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

前 記 端 末 装 置 は 、 前 記 第 １ の ル ー タ と の 通 信 に 係 る 通 信 リ ン ク の 品 質 が 低 下 し た 場 合 に
、 前 記 検 出 過 程 、 前 記 第 ２ 確 立 過 程 、 前 記 判 定 過 程 お よ び 前 記 再 検 出 過 程 を 実 行 す る

こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 方 法 。



【 請 求 項 ４ 】
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複 数 の 接 続 ポ イ ン ト を 有 す る 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク に お い て ル ー タ へ 接 続 す る た め の 端 末 装
置 で あ っ て 、

第 １ の 接 続 ポ イ ン ト と リ ン ク 層 接 続 を 確 立 す る 第 １ の 送 受 信 部 と 、
前 記 第 １ の 接 続 ポ イ ン ト を 介 し て 第 １ の ル ー タ と デ ー タ の 送 受 信 を 行 っ て い る 間 、 第 ２

の 接 続 ポ イ ン ト を 検 出 し 、 該 検 出 し た 第 ２ の 接 続 ポ イ ン ト と リ ン ク 層 接 続 を 確 立 す る 第 ２
の 送 受 信 部 と 、

通 信 条 件 を 記 憶 し た デ ー タ ベ ー ス と 、
前 記 デ ー タ ベ ー ス を 参 照 し 、 前 記 第 ２ の 接 続 ポ イ ン ト に 接 続 さ れ た 第 ２ の ル ー タ と 前 記

端 末 装 置 と の 間 の 通 信 に つ い て の 適 合 性 を 判 定 す る 制 御 部 と 、
を 有 す る 端 末 装 置 。
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